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Ⅱ．自主改善努力評価に関する事項 
 

1．事業・制度の自主見直し体制の確立 

 

（1）活動状況 

 

 平成16年10月より、理事長の下に検討会（幅広い分野から有識者・実務経験者に外部委員と

して参画頂いた）及びプロジェクト・チーム（地方職員の参画により現場の意見を反映）を設置

し、それぞれの事業についても専門の3分科会（各分野の有識者・実務経験者を外部委員として

参画頂いた）及び業務の特性に応じた3プロジェクト・チームを設置し、積極的に活動する等、

当機構が一丸となって業務改革・組織改革に向けた見直しを実施中である。 

 平成16年度の開催回数は、4検討会（親検討会及び各分科会）について、それぞれ3回開催し

た。また、各プロジェクト・チームについても、その課題に応じてそれぞれ4～6回程度開催し、

親検討会に報告を頂いている。 

 それぞれの活動状況については、その内容に応じてプレスリリース、機構ホームページへの掲

載、機構内電子掲示板システムを用いて広報及び情報の共有化にも力を入れている。 

 

検討会とプロジェクト・チーム 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）効 果 

   現時点での問題点について、それぞれに的確な整理及び把握ができ、改善できる点については 

■ 業務面からの全般的な見直し

【業務のあり方検討会】の設置

〇 分科会での検討結果を踏まえ、交通事

故を減らすため、コストベネフィットを考え

た事業の重点化等を検討

〇 各事業の有効性、必要性等を評価し、

現状業務の執行に随時反映すべき提案

等を検討

・ 指導講習・適性診断のあり方検討会

・ アセスメント検討会

・ 被害者の保護のあり方検討会

■ 現場からの改善の提案 【各支所からの提案制度】

〇 ユーザーのニーズを反映した、地方支所等における新たな取組み
・ 適性診断活用講座の実施 （全主管支所において試行的実施）
・ 事故防止相談窓口 （全支所に設置）

・ 事故防止コンサルティングの実施 （本部において試行的実施）

・ 事故防止のための運行管理に関するシンポジウム （大阪主管支所・平成17年2月18日）

〇 良い提案については表彰

■ 組織面からの全般的な見直し

【組織活性化ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定検討会】の設置

(1) 将来ビジョンの策定､機構のミッション定義
(2) マネージャー制導入を含めた組織のあり方
(3) 人事評価制度､研修制度等人事制度のあり方
(4) 経費削減方策及び利用者の受診・受講環境

等の改善

(5) 以下の３つのプロジェクト・チーム（PT）を設置
・ 組織のあり方PT
・ 人事のあり方PT
・ 経費削減方策の改善PT
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  優先順位を付け積極的に行っている。今回、本部において全体実施したマネージャー制などは、 

「組織のあり方プロジェクトチーム」からの具体的な提案・意向を受けての改革である。 

 

（3）今後の課題 

   それぞれの外部委員等から頂いた貴重なご意見・ご提案等を、業務にどのような形で反映して

いくのか、また、取り込む段階においても周辺環境の変化等から柔軟に変更を加えることも必要

であり、また、環境の変化に応じて新提案が必要となることもある。 

   今後においても、引き続き、機構が一丸となった業務改革・組織改革に向けた見直しの検討を

図っていく必要がある。 

 

   プレスリリース及びホームページへ掲載 
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2．運営懇談会 
 
（1）活動状況 

 

   自主的な業務改善を進めていく上で、自動車事故の発生防止、被害者の保護の当機構の取組み  

について、学識経験を有する方、事故被害者、自動車団体の関係者等から様々な意見を伺うため

に運営懇談会（委員 22 名）を新たに設置し、平成 16 年 9 月 27 日（月）に開催した。 

 

 

（2）効 果 

  出席された委員より、今後、機構が行うべき重点事業や新規事業への取組み、自主的な業務改

善、自動車アセスメントにおけるＩＴＳ技術への対応を図るべき等のご意見をいただいたことに

より、内部職員で構成したプロジェクト・チーム等における業務改革、組織改革、改善方策方針

などの議論をする上で、大変に参考となり、有効な組織改革等の見直しの検討ができた。 
 

（3）今後の課題 

当機構が行うべき業務等を取り巻く周辺環境も変化しており、その変化に的確に対応し、また、

社会のニーズに応えていくためにも、引き続き、各方面の委員の方のご意見を伺い、業務の効率

化の推進、サービス水準の向上を図っていく必要がある。 
 

プレスリリース及びホームページへ掲載 
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3．適性診断の事故防止効果について 
 

（1）活動状況 

 

適性診断の事故防止効果については、現在調査を実施中 (平成17年度中に完了予定)である。 

ａ）調査方法 

   「平成15年度の重大事故報告書」（国交省データ、総件数3,717件）を分析し、受 

診者（過去1年間に適性診断を受診した者）、未受診者（それ以外の者）に分類するととも 

に各々の重大事故惹起比率等を算定した。 

b）現在調査中の内容 

    上記データをもとに、平成15年度中に発生した全ての事業用自動車の交通事故（6万8 

千件）にかかる事故防止効果を推計する。 

 

 

（2）効 果（現在までに明らかになったこと） 

    ＜重大事故に対する事故防止効果＞ 

適性診断受診者群の重大事故惹起比率は、未受診者群の約6割である。 

 

 

（3）今後の課題 

算定された調査結果について、学識経験者を含む関係者による検討、検証を行って頂くこと

としている。 

 
 

4．現場からの改善の提案【各支所からの提案】制度の確立 
 

機構内電子掲示板システム「掲示板」画面       「掲示板」掲載内容（様式） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  【大阪主管支所のシンポジウム提案内容】 

（別紙２）

支 所 名 （代表）担当者：下濱  猛
標 題

①　検討中
②　予定中
③　取組中

○ ④ 終   了

地方支所等における新たな取り組みの試行的実施報告書

大阪 主 管 支 所   
シンポジウム　「大丈夫？　あなたの会社の運行管理」の開催について

参考資料：

今回提出
区　　　分

該当区分
に○印を 平成１７年２月１８日実施

                                                  記
１．日 時 　

　　　　　平成１７年２月１８日（金）　１３時～１６時３０分（開場　１２時００分）　　　
２．会　場　　
　　　　　　大阪産業創造館　４Ｆイベントホール
            〒541-0053  大阪府大阪市中央区本町１丁目４番５号 ℡06-6264-9800(代)
３．参加者数

　　　　　運送事業者および行政関係者等 　　　　　　　　　　　　　　　　２９９名
　　　　　

４．内 容
　　　第１部 基調報告 －　藤島 寛 氏（甲南女子大学講師）
　　　　　　　テーマ「運転者・運行管理者の安全運行意識」

　　　　　　　　　    　　～運行管理業務の落とし穴～

                               　  　  　 　 峰森  吉和  氏(センコー㈱主事）

概 要

　　　　　　　　パネリスト　　     　  森津　　誠  氏(大阪国際大学 教授)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　江國　　実  氏（近畿運輸局自動車技術安全部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  横山  経治  氏(京阪バス(㈱常務取締役)
                               　　      　　金子  孝美  氏(日本タクシー㈱ゼネラルマネージャー)

　　　第２部 パネルディスカッション
　　　　　　　　テーマ「運行管理業務の現状と課題」
　　　　　　　　　    　　～いま、企業経営のキーワードは安全～
　　　　　　　　コーディネーター　　上野　精順 氏（大阪工業大学助教授）
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（1）活動状況                  プレスリリース及びホームページへ掲載 

 

   平成17年2月より、機構内電子掲示板シ 

ステムを用いた『各支所からの提案制度』を 

確立した。 

この主旨及び目的は、中期計画・年度計画 
により、日常の業務が定められているが、こ 
れ以外に、法人全体として現場や職員の創意 
工夫による業務改善に向けた自主的で前向き 
な取組み（自主改善努力）が求められてい 
る。その中において、自主改善努力について 
は、お互いに情報を共有することが必要とな 
ることから、支所における具体的な取組み 
等について、機構内電子掲示板システムに掲 
載することにより、無駄を除き、より効率的 
な業務改善を促すとともに、職員のモチベー 
ションの向上を図るものである。 

（掲載例：大阪主管支所主催により、平成 

17年2月18日に開催した事故防止のた 

めの運行管理に関するシンポジウム） 

 

（2）効 果 

   “地方からの取組み”としての「提案制 

度」を確立したこと、また、その取組みが 

機構内電子掲示板システムを介して全国の状 

況をタイムリーに把握できることにより、少 

人数制の支所であっても、お互いに刺激しあ 

うことができ、職員のモチベーションが向上 

した。 

さらに、各支所の成功事例や失敗事例を共 

有化することにより、無駄を省き、「何が今 

問題なのか、何が必要なのか、何が求められ 

ているのか」を意識して積極的に取り組む職 

員が増えた。 

 

（3）今後の課題 

本部としても、頑張っている支所及び職員 

の取組みを積極的に支援するとともに、優 

れた提案に対する“表彰”等、職員のモチベー 

ションの維持・向上に努める必要がある。  
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5．海外との連携について 
 

（1）活動状況 

 

ａ）調査目的 

海外の適性診断研究・実施機関と連携強化を図り、効果の高い適性診断の開発を目指すため

に、欧州における適性診断実施の現状について調査した。 

ｂ）調査先 

・ オーストリア交通安全監督局（KfV）の研究所及び適性診断実施センター 

・ 適性診断開発会社（Dr．Schuhfrid GmbH） 

・ 南ドイツ技術監査協会（TÜV）医学心理学研究所 

ｃ）調査内容 

・ 適性診断実施の概要及び制度的な観点についての調査 

・ 適性診断内容についての調査 

 

（2）効 果 

・ 欧州における適性診断実施の背景となる制度を把握することができた。 

・ 適性診断の開発のための知見を収集することができた。 

・ 研究開発力強化のための適性診断研究機関との連携を図ることができた。 

 

（3）今後の課題 

今回の調査では、ドイツ及びオーストリアのみの調査であったため、その他の諸国においても

適性診断実施制度や内容についての情報を収集することとしたい。さらに、適性診断内容だけに

留まらず、診断員に対する教育・訓練内容及び方法に関して詳しく調査し、業務に取り入れたい。 

適性診断の効果を診断結果と運転行動との関係において検証している。この検証方法に関して

検討する必要がある。 

 適性診断のみならず、講習業務に関する調査も実施する必要がある。 

 
オーストリア（KfV）で使用           

されている適性診断機器          適性診断実施センター受付（KfV） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ART-2020 Standard 
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6．広報の改善 
（プレスリリースの重点化及びホームページ 

並びに機構内電子掲示板システム活用） 

 

（1）活動状況                                

一般の方々に、自動車事故対策機構 

の業務をご理解いただくために、プレ 

スリリースやホームページを通じて、 

広報活動の充実を図った。 

   また、機構の内部組織的には、「風 

  とおしの良い組織及び情報の共有化」 

  を目指し、機構内電子掲示板システム 

  を立上げた。現在は、さらに発展させ、 

  掲示板だけに留まるのではなく、「内 

  部提案制度の場」として活用するなど、 

  職員の意識改革や利便性の更なる向上 

に向けて取り組んでいる。 

 

（2）効 果 

   自動車アセスメントのプレスリリー 

スの際には、NHKニュースやテレビ 

  東京のWBSニュースなどに取り上げら 

  れたこともあり、ホームペ－ジのアク 

  セス件数が増大するなど、機構の業務 

に対する理解が進んだと評価される。 

   また、本部と地方の職員が、常に機 

構が現在おかれている状況や問題点に 

ついて、情報を共有化し、提案制度等 

と相まって職員のモチベーションが向 

上した。 

 

（3）今後の課題 

一般の方々により利用しやすいホー 

ムページを目指し、常に改良を行うと 

ともに、より一層の広報の充実を深め、 

機構の認知度の向上をはかることによ 

り、業務全般の理解を得ることに努め 

る必要がある。 

 

 

 プレスリリース一覧（機構ホームページより）
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7．自動車アセスメント試験結果発表会及びシンポジウムの開催 
 

（1）活動状況 

 

一般ユーザーに自動車アセスメントについて知ってもらうため、平成 17 年 4 月 22 日（金）

に東京都渋谷区の国連大学において、「自動車アセスメント試験結果発表会及びシンポジウム」

を開催した。 

○ 自動車アセスメント試験結果発表会 

・ 映像による自動車アセスメントの紹介 

・ 平成 16 年度自動車アセスメント試験結果の発表 

・ 試験結果優良車 5 台を青山通りに面した国連大学の正面広場に展示 

○ シンポジウム 

・ All Deutschland Automobile Club（ドイツ自動車クラブ）の試験技術部長の  

Dr.Klannerが「EuroNCAP及び欧州の消費者衝突テストの現状と将来」について講演 

・ 学識経験者や専門家6名により「NCAPのこれからに求められるもの」をテーマにパネル 

ディスカッション 

 

   試験実施車両の展示                    パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）効 果 

・ 約250人の参加があった。 

・ パネルディスカッションでは、会場の参加者の発言もあり、熱心な意見交換が行われた。 

・ テレビ、新聞で報道さたことでホームページのアクセス数が増えた。 
・ 国連大学の正面広場に試験結果優良車を展示し、技術説明をしたことで、各メディアの記事

掲載が増加し、一般ユーザーへの周知拡大が図られた。 
 

（3）今後の課題 

  今後においても、引き続き、自動車アセスメント試験結果発表会を開催し、一般ユーザーにわ

 かりやすく情報提供を行う必要がある。  




